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第１章 計画の概要 

1. 計画策定の趣旨 

わが国では、平成 18 年に自殺対策基本法（平成 18 年・法律第 85 号）が制定されて以降、

それまで「個々の問題」とされてきた自殺が「社会の問題」として広く認識されるようにな

り、国を挙げて自殺対策を総合的に推進した結果、自殺者数は３万人台から２万人台に減少

するなど、着実に成果を上げてきました。しかし、他の先進諸国と比較するとわが国の自殺

死亡率（人口 10 万人当たりの自殺による死亡者数）は依然として高く、自殺者数は近年２

万人を超える水準で推移しており、さらに令和２年には新型コロナウイルス感染症拡大の

影響等で自殺の要因となり得る様々な問題が悪化したことなどを背景に、自殺者の総数は

11 年ぶりに前年を上回りました。特に、小中高生の自殺者数は、自殺者の総数が減少傾向

にある中においても、増加傾向しており、令和２年には過去最多、令和３年には過去２番目

の水準になっています。このように、わが国の自殺をめぐる状況は、決して楽観できる状況

にありません。 

国においては、令和４年 10 月に、新たな「自殺総合対策大綱～誰も自殺に追い込まれる

ことのない社会の実現を目指して～」が閣議決定され、コロナ禍における自殺の動向も踏ま

えつつ、これまでの取組みに加えて、子ども・若者の自殺対策の更なる推進・強化、女性に

対する支援の強化、地域自殺対策の取組強化、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏ま

えた対策の推進などが追加されるなど、総合的な自殺対策の更なる推進・強化が掲げられて

います。また、埼玉県においては、令和６年３月に、自殺対策計画を包含した「第 8 次埼玉

県地域保健医療計画」を策定し、対策を進めています。 

本市においては、令和２年３月に策定した「行田市自殺対策計画」を更に充実させ、自殺

対策を総合的かつ効果的に推進するため、地域の課題をふまえた「第２次行田市自殺対策計

画」を策定します。 

 

2. 計画の位置づけ 

 本計画は、自殺対策基本法第 13 条第２項に基づき、国の定める自殺総合対策大綱及び都

道府県自殺対策計画並びに地域の実情を勘案して定める「市町村自殺対策計画」として策定

するものです。 

 また、本計画は、本市の総合指針である「行田市基本構想・実施計画」を踏まえるととも

に、行田市地域福祉推進計画をはじめとする関連性の高い各種計画との整合性を図ってい

きます。 
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3. 計画の期間 

 計画の期間は、令和７年度から令和１１年度までの 5 年間とします。なお、社会状況の変

化等によって見直しが必要となった場合には、適宜、適切に見直すものとします。 

 令和 

７年度 

 

８年度 

 

９年度 

 

10 年度 

 

11 年度 

 

12 年度 

 

自殺対策計画 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

整合性を図りながら推進 

〔国〕 

自殺対策基本法 

自殺総合対策大綱 

行田市地域福祉推進計画 

行田市健康増進・食育推進計画 

行田市障がい者計画 

 ・障がい福祉計画・障がい児福祉計画 

行田市高齢者保健福祉計画 

・介護保険事業計画 

行田市こども計画 

その他、関連する計画 〔埼玉県〕 

埼玉県地域保健医療計画 

（埼玉県自殺対策計画） 
行田市自殺対策計画 

行田市基本構想・実施計画 

評 価 

見直し 

評 価 

見直し 

次期計画

の策定 評 価 

見直し 

評 価 

見直し 

第 2 次 自 殺 対 策 計 画 

次 期 計 画 



3 

 

 

第２章 行田市の自殺の現状 

１． 統計でみる行田市の自殺の現状 

 自殺に関する統計データには、主に厚生労働省の「人口動態統計」と警察庁の「自殺統計」

の 2 種類があります。 

 厚生労働省の「人口動態統計」では、日本人を対象に集計していますが、警察庁の「自殺

統計」は、日本における外国人も対象に集計しています。 

 一般社団法人いのち支える自殺対策推進センターが、上記二つの統計を各自治体ごとに

集計した「地域自殺実態プロファイル 2023」を活用し、自殺の現状の把握に努めました。 

 

○ 厚生労働省「人口動態統計」と警察庁の「自殺統計」の違い 

■調査対象の差異 

  厚生労働省の「人口動態統計」は、日本における日本人を対象としています。 

  警察庁の「自殺統計」は、総人口（日本における外国人を含む。）を対象としています。 

■調査時点の差異 

 厚生労働省の「人口動態統計」は、住所地を基に死亡時点で計上します。 

  警察庁の「自殺統計」は、発見地を基に自殺死体発見時点（正確には認知）で計上します。 

なお、いずれの統計も暦年（1 月～12 月まで）の統計です。 

■事務手続き上（訂正報告）の差異 

  厚生労働省の「人口動態統計」は、自殺、他殺あるいは事故死のいずれか不明の時は 

自殺以外で処理しており、死亡診断書等について作成者から自殺であった旨の訂正報告

がない場合は、自殺に計上しません。 

  一方、警察庁の「自殺統計」は、捜査等により、死亡の理由が自殺であると判明した時

点で自殺統計原票を作成し計上しています。 

 

○ 統計データの留意点 

 

 ■「自殺死亡率」とは、人口 10 万人あたりの自殺者数です。 

 ■割合（%）は、それぞれの割合を四捨五入して算出しているため、全ての割合を合計し 

ても 100%にならないことがあります。 
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（１）自殺者数の推移 

 本市の自殺者数は、令和 2 年が 19 人と最も多く、年によって増減があります。総じて、

グラフで示した平成３０年より前の５年間（平成 25 年 18 人、平成 26 年 16 人、平成 27 年

22 人、平成 28 年 11 人、平成 29 年 17 人）と比較すると減少傾向にあります。 

 

図１ 自殺者数の推移            （単位：人） 

 

〔資料〕厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」 

 

 本市の自殺死亡率※は、埼玉県及び全国を下回る水準で推移してきましたが、令和 2 年

には急上昇し 23.5 人と高くなっています。その後、令和 3 年には 11.2 人に下がりました

が、令和 4 年には 17.7 人で、再び埼玉県及び全国を上回る状況となっています。 

 

図２ 自殺死亡率の推移                   （単位：人口 10 万対） 

 

〔資料〕厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」 

※自殺死亡率とは、人口 10 万人当たりの自殺者数を表します。 
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（２）性別、年代別割合 

本市の自殺者の男女別割合は、男性が 72.6％、女性が 27.4％です。 

 

図３ 自殺者の男女別割合（平成 30 年～令和 4 年の累計）         （単位：％） 

 

〔資料〕厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」 

 

 本市の自殺者の年齢別割合を見ると、埼玉県及び全国と比較して、男性では 20 歳未満、

20 歳代の割合が高く、女性では 20 歳未満、50 歳代以降の割合が高い状況です。 

 

図４ 自殺者（男性）の年齢別割合（平成 30 年～令和 4 年の累計）     （単位：％） 

 

〔資料〕厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」 
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図５ 自殺者（女性）の年齢別割合（平成 30 年～令和 4 年の累計）     （単位：％） 

 

〔資料〕厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」 

 

（３）ライフステージ別死因 

 本市の平成 30 年～令和４年までの 5 年間累計のライフステージ別死因では、青年期の死

因で第 1 位、壮年期で死因の第 2 位、中年期で死因の第４位となっています。 

 

表１ ライフステージ別死因上位 4 位（平成 30 年～令和 4 年）       （単位：％） 

 幼年期 

（0～4 歳） 

少年期 

（5～14 歳） 

青年期 

（15～24 歳） 

壮年期 

（25～44 歳） 

中年期 

（45～64 歳） 

高齢期 

（65 歳以上） 

総数 

第 1 位 周産期に発

生した病態 

28.6％ 

悪性新生物 

 

20％ 

自殺 

 

66.7％ 

悪性新生物 

 

31.5％ 

悪性新生物 

 

38.6％ 

悪性新生物 

 

24.5％ 

悪性新生物 

 

25.7％ 

第２位 先天奇形、変形

及び染色体異常 

28.6％ 

インフルエ

ンザ 

20％ 

悪性新生

物 

11.1％ 

自殺 

 

20.4％ 

心疾患（高血

圧性を除く） 

15.7％ 

心疾患（高血

圧性を除く） 

17.5％ 

心疾患（高血

圧性を除く） 

17.2％ 

第３位 その他の

新生物 

14.3％ 

先天奇形、変形

及び染色体異常 

20％ 

先天奇形、変形

及び染色体異常 

11.1％ 

心疾患（高血

圧性を除く） 

11.1％ 

脳血管疾患 

 

7.2％ 

肺炎 

 

9.3％ 

肺炎 

 

8.5％ 

第４位 心疾患(高血圧

症を除く) 

14.3％ 

  

 

 

脳血管疾患 

 

11.1％ 

自殺 

 

5.5％ 

老衰 

 

8.6％ 

老衰 

 

7.7％ 

※死因順位に用いる分類項目による。但し、死因順位第 4 位までを掲載し、死亡割合が同率の場合は、死

因簡単分類のコード番号順とする。  〔資料〕埼玉県地域の現状と健康指標（人口動態統計） 
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（４）同居人の有無による自殺者の状況 

 本市の 60 歳以上の自殺者を性別、年齢及び同居人の有無で見ると、「60 歳代・男性・同

居あり」が 25.0%と埼玉県や全国と比較して高くなっています。 

 

図６ 自殺者の同居人有無による自殺者数の割合（平成 30 年～令和 4 年の累計） 

（単位：％） 

 

〔資料〕警察庁自殺統計原票データを JSCP にて個別集計 

 

（５）有職者・無職者の自殺の状況 

 本市の有職者・無職者の自殺の状況を見ると、埼玉県及び全国よりも無職者の割合が高い

傾向にあります。 

 

図 7 有職者・無職者の自殺の割合（平成 30 年～令和 4 年の累計）      （単位：％） 

 

〔資料〕警察庁「自殺統計」原票データを JSCP にて個別集計 
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 本市の自殺者のうち過去に自殺未遂の経過のある者の割合は 14.5％で、埼玉県及び全国

より低い傾向にあります。 

 

図 8 自殺者における未遂歴の有無（平成 30 年～令和 4 年の累計）     （単位：％） 

 

〔資料〕警察庁自殺統計原票データを JSCP にて個別集計 
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（７）行田市における自殺の特徴 

一般社団法人いのち支える自殺対策推進センターによる「地域自殺実態プロファイル

2023」では、行田市の自殺の特徴について、性別・年代等の特性を明らかにしています。ま

た、ＮＰＯ法人自殺対策支援センターライフリンク「自殺実態白書 2013」を参考に、「背景

にある主な自殺の危機経路」を推定しています。この危機経路は、自殺者の特性別に見て代

表的と考えられる経路の一例を示したものです。 

 

表２ 行田市の主な自殺の特徴（平成 30 年～令和 4 年の合計） 

上位５区分 
自殺者数 

5 年計 
割合 

自殺死亡率* 

(10 万対) 
背景にある主な自殺の危機経路 

1 位:女性 60 歳以上 

無職・同居 
9 人 14.5% 16.4 

身体疾患→病苦→うつ状態→自

殺 

2 位:男性 60 歳以上 

無職・同居 
7 人 11.3% 20.9 

失業（退職）→生活苦＋介護の悩

み（疲れ）＋身体疾患→自殺 

3 位:男性 40～59 歳 

無職・同居 
5 人 8.1% 135.9 

失業→生活苦→借金＋家族間の

不和→うつ状態→自殺 

4 位:女性 40～59 歳 

無職・同居 
5 人 8.1% 22.3 

近隣関係の悩み＋家族間の不和

→うつ病→自殺 

5 位:男性 40～59 歳 

有職・同居 
5 人 8.1% 11.5 

配置転換→過労→職場の人間関

係の悩み＋仕事の失敗→うつ状

態→自殺 

〔資料〕警察庁自殺統計原票データを JSCP にて個別集計 

※自殺死亡率の算出に用いた人口は、総務省「令和 2 年国勢調査」就業状況等基本集計を基に、一般社団

法人いのち支える自殺対策推進センターが推計したもの 

※「背景にある主な自殺の危機経路」はライフリンク「自殺実態白書 2013」を参考にしたもの。 
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２． 市民アンケートからみる心の健康に関する現状（「第 3 次行田市健康増進・食育推進

計画」より） 

 

（１）睡眠で日頃の疲れがとれているか 

睡眠で疲れが「とれている」「だいたいとれている」と回答した人を合わせると 64.4％で

す。 

図９ 睡眠で疲れが取れているか（単位：％） 

 

 

（２）ストレスの解消法 

 ストレスの解消法は、多い順に「おいしいものを食べる」が 70％、次いで「寝る」が 58.3%、

「友人や家族など身近な人と話をする」が 58.1%、「買い物をする」が 52.6%という状況に

なっています。 

図 10 ストレス解消法（複数回答）                  （単位：％） 

 

21.1

43.3

16.4

15.6

3.7

とれている だいたいとれている

どちらとも言えない あまりとれていない

とれていない

7.4

52.6

58.3

49.9

36.2

43.4

15.3

3.3

58.1

27.1

9.9

22.5

70

0 10 20 30 40 50 60 70 80

その他

買い物をする

寝る

お風呂に入る

散歩する

趣味に打ち込む

スポーツをする

専門病院（病院・保健所など）で相談する

友人や家族など身近な人と話をする

旅行をする

タバコを吸う

お酒を飲む

おいしいものを食べる



11 

 

 

（３）ひきこもりの方はいるか 

 家族の中に15～64歳の方で新型コロナウイルス感染症が流行する以前からひきこもりの

方がいるかの質問に「はい」が 1.9%となっています。 

図 11 家族の中にひきこもりの方がいる割合               （単位：％） 

 

 

（４）自殺防止やこころの健康のために行われている相談先を知っている 

相談機関の周知度は「こころの相談」（健康課実施）が 37.1％で最も多く、相談等窓口や

事業を「知らない」人は 35.6％です。 

図 12 自殺防止で知っている相談先（複数回答）            （単位：％） 

 

 

  

1.9

98.1

はい いいえ

35.6

1.4

4.7

1.5

7.9

14.3

28.7

22.4

37.1

0 5 10 15 20 25 30 35 40

知らない

その他

働く人のメンタルヘルス相談

電子メールによるこころの健康相談

子どもの心の健康相談

こころの電話相談

埼玉いのちの電話

消費生活相談

こころの相談
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３． 自殺の要因に関連する現状 

（１）児童虐待件数の推移 

本市の児童虐待件数は、年度によって増減があります。令和 4 年度は 141 件の相談があ

りました。 

 

図 13 本市の虐待件数の推移          （単位：件） 

 

〔資料〕こども家庭センター 

 

（２）DV や夫婦関係、生活経済・生き方等の相談件数の推移 

本市の DV や夫婦関係、生活経済・生き方等の相談件数は、年度によって増減がありま

す。令和 4 年度は 69 件の相談がありました。 

 

図 14 DV や夫婦関係、生活経済・生き方の相談件数の推移（単位：件） 

 

〔資料〕男女共同参画推進センター 
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（３）生活保護面接相談員 相談件数の推移（延べ件数） 

本市の生活保護相談件数は、年度によって増減があります。令和 4 年度は 365 件で前年

と比べ増加しました。 

 

図 15 生活保護面接相談員相談件数の推移  （単位：件） 

 

〔資料〕福祉課 

 

（４）小中学校における不登校児童・生徒数の推移 

本市の小学校及び中学校における不登校児童・生徒数は、コロナ禍において休校措置を実

施した令和 2 年度以降、大幅に増加しています。 

 

図 16 小学校の不登校児童数の推移      （単位：人） 

 

〔資料〕教育指導課 
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図１7 中学校の不登校生徒数の推移      （単位：人） 

 

〔資料〕教育指導課 
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４． こどもの居場所の現状 

（１）「第３の居場所が欲しい」、「第３の居場所があるか」と答えたこどもの割合 

子どもの半数以上が「第３の居場所が欲しい」と考えており、約半数が「第３の居場所が

ない」状況です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図２１ 中学２年生 （単位：人、％） 

 

図２０ 小学 5 年生 （単位：人、％） 

 

図１９ 中学２年生 （単位：人、％） 

 

図１８ 小学 5 年生 （単位：人、％） 

 

157（66%）

78（32.8%）

3（1.3%）

居場所が欲しいか

はい いいえ 無回答

173（72.7%）

63（26.5%）

2（0.8%）

居場所が欲しいか

はい いいえ 無回答

125（52.5%）

107（45%）

6（2.5%）

居場所があるか

ある ない 無回答

131（55%）

105（44.1%）

2（0.8%）

居場所があるか

ある ない 無回答
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（２）居心地がよいと思う場所の割合 

 自分の部屋や家庭が居心地の良い場所となっていない方が一定数います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔資料〕子ども未来課 

    ※４.こどもの居場所の現状については、子ども若者アンケート結果を抜粋 

  ・調査時期 令和６年７月～令和６年８月 

  ・調査対象 市内小学５年生の全員（582 人） 

        市内中学２年生の全員（573 人） 

         18～39 歳の若者 2,000 人（無作為抽出） 
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(n=410)

図２２ １８歳～３９歳 
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５． 行田市の自殺現状のまとめ 

第2章の１で示した各種データから、本市における自殺の現状を以下にまとめました。 

 

NO 現    状 

1 
 平成 30 年から令和４年までの市の自殺死亡率は、年によって増減がありますが、令和
2 年、令和 4 年では、埼玉県や全国より多い状況です。 

2 
 市の自殺者の男女比は、男性 72.6％と、男性割合が高く、国・県では、前期間（H25
～H29）より女性割合が高くなる一方で市では女性割合は低下している状況です。 

3 
 市の自殺者の年齢別割合は、埼玉県及び全国と比較して、男性では 20 歳未満、20 歳
代の割合が高く、女性では 20 歳未満、50 歳代以上の割合が高い状況です。 

4 
 ライフステージ別の死因順位では、青年期（15 歳～24 歳）の第 1 位と壮年期（25 歳
～44 歳）の第 2 位、中年期（45 歳～64 歳）の第４位が自殺となっています。 

5 
 市の 60 歳以上の自殺者の状況として、「男性・60 歳代・同居あり」が 25％を占め、
国・県より特に高くなっています。 

6  市の無職者の自殺の割合が、埼玉県及び全国に比べて高い傾向にあります。 

7 
 市の自殺者における自殺未遂歴の有無についての割合は、有が 14.5％です。同程度で
ある全国、県に比べ低い状況です。 

8 

 市の自殺者について、性別・年齢・職業有無・同居人の有無の別で自殺者数が多い順
に危機経路事例を明らかにすると、「女性 60 歳以上、無職・同居」の「身体疾患→病苦
→うつ状態→自殺」が一番多く、次に、「男性 60 歳以上、無職・同居」の「失業（退
職）→生活苦＋介護の悩み（疲れ）＋身体疾患→自殺」が多い状況です。 
 ※本市の自殺者の危機経路を調査したものではなく、自殺者の特性別に見て代表的と
考えられる経路の一例を示したもの。 

9  本市では、「自殺防止の相談先」を「知らない」と回答した方が 35.6％います。 
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第３章 基本的な考え方 

 

１． 自殺対策の基本理念 

 

 

 

 

 【啓発活動のキャッチフレーズ】 

 

 

 

 

 

 自殺は、その多くが追い込まれた末の死です。自殺の背景には、精神保健上の問題だけで

なく、過労、生活困窮、育児や介護疲れ、いじめや孤独・孤立などの社会的要因があること

が知られています。自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり得る危機」です。 

 そのため、自殺対策は、保健、医療、福祉、教育、労働その他の関連施策との有機的な連

携が図られ、「生きることの包括的な支援」として実施されなければなりません（自殺対策

基本法第２条）。 

 また、多くの人にとって、自殺とは、自分に関係がない「個人の問題」と考えられがちで

すが、実際は当人のみでなく、家族や友人等、周りの人が当事者となる可能性があり、誰に

でも起こり得る身近な「社会的な問題」であることを認識する必要があります。 

 そこで、令和４年１０月に閣議決定された「自殺総合対策大綱」と行田市の現状を踏まえ、

前計画の自殺対策の基本理念を継続するとともに、啓発活動のキャッチフレーズを掲げる

ものです。 

 

２．自殺対策の基本方針 

自殺総合対策大綱（令和 4 年 10 月閣議決定）を踏まえて、本市では以下の６点を、自殺

対策における「基本方針」とします。 

 

（１）生きることの包括的な支援として推進する 

 自殺はその多くが追い込まれた末の死であることから、「生きるための支援」に関する地

域のあらゆる取組みを総動員し、社会全体の自殺リスクを低下させるとともに、一人ひとり

誰も自殺に追い込まれることのないまちの実現を目指す 

心をつなぐ、命をつなぐ 
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の生活を守るという姿勢で展開します。 

 自殺リスクは、自己肯定感や信頼できる人間関係、危機を回避する能力等の「生きること

の促進要因」より、失業や借金、いじめ、人間関係の悪化、病苦、生活苦等の「生きること

の阻害要因」が上回ったときに高まります。 

 そのため、自殺対策は、「生きることの阻害要因」を減らす取組みとともに「生きること

の促進要因」を増やす取組みを行い、双方の取組みを通じて自殺リスクを低下させる方向で

「生きることの包括的な支援」として推進します。 

 

（２）関連施策との有機的な連携を強化して総合的に取り組む 

 自殺を防ぐためには、精神保健的な視点だけではなく、自殺に追い込まれようとしている

人が安心して生きられるよう、社会的・経済的な視点を含む包括的な取組みが重要です。 

また、このような包括的な取組みを実施するため、様々な分野の施策や関係機関が密接に

連携する必要があります。 

自殺の要因となり得る生活困窮、児童虐待、いじめ等関連の分野においても同様に様々な

関係機関が連携して取組みを展開しています。連携の効果を更に高めるため、そうした様々

な分野の生きる支援にあたる関係者が、それぞれ自殺対策の一翼を担っているという意識

を共有することが重要です。 

とりわけ、地域共生社会の実現に向けた取組みや生活困窮自立支援制度などとの連携を

推進することや、救急や精神科をはじめとする医療、保健、福祉等の各施策の連動性を高め

て誰もが適切な精神保健医療福祉サービスを受けられるようにすることが重要です。 

 

（３）対応の段階に応じた対策を効果的に連動させる 

自殺対策は、社会全体の自殺リスク低下に向けて、「対人支援レベル」、「地域連動レベル」、

「社会制度のレベル」の対応の段階に応じた対策を強力に、かつ、総合的に推進することが

重要です。 

また、対応の段階としては、自殺の危険性が低い段階における啓発等の「事前予防」と、

現に起こりつつある自殺発生の危機に介入する「早期発見と対応」、それに自殺や自殺未遂

が生じた場合における「事後対応」という、3 つの段階が挙げられ、それぞれの段階におい

て施策を講じることが必要です。 

 

（４）実践と啓発を両輪として推進する 

 自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり得る危機」ですが、危機に陥った人の

心情や背景が理解されにくいという現実があります。危機に陥った場合には、誰かに支援を

求めることが重要であり、またそれが地域全体の共通認識となるよう、積極的に啓発を行い

ます。 

 また、市民一人ひとりが、身近にいるかもしれない自殺を考えている人のサインに早く気
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づき、専門の相談につなぎ、見守っていけるよう、さらに、子どものころから自己肯定感を

育て、生きることの危機に陥ったときに信頼できる人への相談ができるよう、広報活動や教

育の充実に努めます。 

 

（５）国、地方公共団体、関係団体、民間団体、企業及び国民の役割を明確化し、その連携・

協働を推進する 

 自殺対策をとおして「誰も自殺に追い込まれることのない社会」を実現するためには、行

田市だけでなく、国や埼玉県、救急及び精神科をはじめとする関係機関や民間団体、企業、

そして市民一人ひとりと連携・協働し、市を挙げて自殺対策を総合的に推進することが必要

です。 

 そのため、それぞれの主体が果たすべき役割を明確にするとともに、その情報を共有した

上で、相互の連携・協働の仕組みを構築することが重要です。 

 

（６）自殺者等の名誉及び生活の平穏への配慮する 

 自殺者及び自殺未遂者並びにそれらの親族等の名誉と、生活の平穏に十分配慮するとと

もに、これらが不当に侵害されることのないようにしなければなりません。自殺に関わる全

ての人が、このことを認識して自殺対策に取り組むよう普及啓発を進めていく必要があり

ます。 
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第４章 自殺対策におけるこれからの取組み 

1. 施策の体系図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誰
も
自
殺
に
追
い
込
ま
れ
る
こ
と
の
な
い
ま
ち
の
実
現
を
目
指
す 

１ 市民への啓発
と周知 

２ 自殺対策を支
える人材の育
成 

３ 自殺未遂者等
への支援の充
実 

４ 自死遺族等へ
の支援の充実 

５ 児童生徒の
自己肯定感を
高め、SOSを
出せる環境づ
くり 

６ 地域における
ネットワークの
強化 

（１）相談窓口の案内や自殺予防関連の資料配布 

（１）行政・学校現場及び民生委員・児童委員などを

対象とする研修 

（１）遺された人への支援 

（１）児童生徒や若年層への自己肯定感向上の推進 

（１）住民同士の助け合いへの支援 

 市民が自殺対策について理解を深められるよう地

域全体に向けた普及啓発を図ります。 

（２）市民向けの講座等の開催 

（３）メディア等を活用した啓発活動 

 自殺に対する正しい知識の普及と自殺の危険を

示すサインに気づき、適切な対応・連携を図ること

のできる人材の育成に取り組みます。 

（２）市民に対する研修 

 「生きることの促進要因」の強化につなげるさまざ

まな取り組みを進めます。 

（１）自殺リスクを抱える可能性のある人への支援 

（２）自殺対策に資する居場所づくりの推進 

（３）自殺未遂者への支援 

 遺された親族や周囲の人の苦しみの不安の軽減に

関係機関と連携を図りながら取り組みます。 

 児童生徒に対する SOSの出し方に関する教育等

を推進します。 

（３）児童生徒が SOSを出せる環境づくり 

（２）児童生徒や若年層への相談支援の推進 

（４）児童生徒や若年層への健全育成に資する各種

取組みの推進 

 地域で展開されているさまざまなネットワークと

自殺対策との連携の強化に取り組みます。 

（２）地域のつながりの強化 

 基本理念 

 

 基本施策 

 

 施策内容 

 

重点施策 
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2. 基本施策 

 第３章で示した基本的な考え方を踏まえ、本市では、地域で自殺対策を推進する上で欠か

すことのできない基盤的な取組みである「市民への啓発と周知」「自殺対策を支える人材の

育成」「自殺未遂者等への支援の充実」「自死遺族等への支援の充実」「児童生徒の自己肯定

感を高め、SOS を出せる環境づくり」「地域におけるネットワークの強化」の６つを基本施

策とし、これらの施策をそれぞれの主体が積極的に、かつ関係機関などと連携を図りながら

取り組むことで、本市における自殺対策を推進します。 

 

基本施策１ 市民への啓発と周知 

 自殺に追い込まれる危機は「誰にでも起こり得る」ことですが、さまざまな要因が複雑に

絡み合っていることもあり、危機に陥った際に、適切な支援へとつながりにくい現実もあり

ます。 

 そこで、「生きることの阻害要因」となり得るさまざまな問題に合った相談窓口等の情報

を提供するとともに、市民が自殺対策について理解を深められるよう地域全体に向けた普

及啓発を図ります。 

（１）相談窓口の案内や自殺予防関連の資料配布 

 自殺予防に関する正しい知識の普及や電話、SNS 等のさまざまな相談窓口を周知するた

め、あらゆる機会を通じて、リーフレット等を活用した啓発を推進します。 

 また、市民便利帳に、行政のしくみや役所における各種手続き方法等の情報の他、暮らし

に役立つ生活情報や支援に関する相談先の情報をわかりやすく掲載します。 

 さらに、自殺対策強化月間や自殺予防週間等には、自殺対策関連の情報だけでなく、おす

すめ資料企画展示など「生きることの促進要因」となり得るものも含め、幅広い展示や情報

提供を行います。 

（２）市民向けの講座等の開催 

 自殺対策に関する市民の理解を深めるため、また、自殺やその要因となる危機を回避し

「生きることの支援」につながるよう、さまざまなテーマを取り上げた講座等を開催します。 

 特に良質な睡眠をとることは、心と身体を整えて自殺予防にもつながることから、睡眠に

関する講座を積極的に開催します。 

（３）メディア等を活用した啓発活動 

 自殺対策に関する理解を広げるために、広報紙や市ホームページ等を活用し、啓発します。

また、SNS による情報発信や、新聞、テレビ、ラジオなどを通じた啓発にも努めていきま

す。 

 

基本施策２ 自殺対策を支える人材の育成 

 自殺の危険性が高い人の早期発見と対応を図るため、自殺に対する正しい知識の普及と
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自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応・連携を図ることのできる人材の育成は、自

殺対策を推進する上で基礎となる重要な取組みです。 

（１）行政、学校現場及び民生委員・児童委員などを対象とする研修 

 市職員をはじめ、民生委員・児童委員、地域包括支援センターa 職員、オレンジカフェ（認

知症カフェ）スタッフ、スクールソーシャルワーカーなど地域で活動されている方に対し、

ゲートキーパー（※）等の自殺対策に関する研修を実施し、危機に陥っている人への傾聴や

相談窓口へつなぐことの重要性を学ぶ機会を作り、自殺対策の支え手となる人材を育成し

ていきます。 

 また、学校においては、教職員を対象として、児童生徒のいじめや不登校、暴力行為等の

問題行動の未然防止や、その早期発見、指導のための教職員研修を実施し、児童生徒の自殺

防止に努めます。 

※「ゲートキーパー」とは、自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応（悩んでいる人

に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な支援につなげ、見守る）を図ることができる人の

ことで、「命の門番」とも位置付けられている人のこと。 

（２）市民に対する研修 

 市民を対象として、こころの健康づくりや食生活、生活習慣病、救命講座、認知症などに

ついて学ぶ機会を提供し、地域に広くその知識を普及することにより、地域全体で生きるた

めの包括的な支援を行う人材を養成します。 

 

基本施策３ 自殺未遂者等への支援の充実 

 自殺に追い込まれる危険性が高まるのは、「生きることの促進要因（自分自身の自己肯定

感、信頼できる人間関係を保つこと、危機があれば回避する能力等）」が失われたり、「生き

ることの促進要因」より、「生きることの阻害要因（失業や借金、いじめ、人間関係の悪化、

病苦、生活苦等）」が上回った時です。そのため「生きることの阻害要因」を減らすための

取組みのみならず、「生きることの促進要因」を増やすための取組みを合わせて行うことに

よって、自殺リスクを低下させる必要があります。 

 そこで、本市においても「生きることの促進要因」の強化につなげるさまざまな取り組み

を進めます。 

（１）自殺リスクを抱える可能性のある人への支援 

 自殺は、失業や借金、いじめ、人間関係の悪化、病苦、子育ての孤立等、さまざまな要因

が複雑に絡み合っていることから、こうした悩みを抱えている方を適切な相談機関や窓口

につなぐためにも、関係機関との連携を図ることが重要です。 

 こころの相談、消費者相談、法律相談、福祉総合相談、高齢者総合相談、介護者相談、納

税相談、申告・税務相談、重複多受診者の相談、子育ての相談、教育相談等の各種相談を充

実させるとともに、相談に来ることが難しい方へのアウトリーチ支援の充実を図ります。さ

らに当事者に寄り添った相談支援が行えるよう、自殺リスクを抱えたことのある方による
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相談体制を検討します。 

 また、自殺防止のセーフティーネットとして、相談者の世代や属性を問わず包括的に相談

を受け止める「断らない相談支援」を庁内で推進するとともに、庁内外（市役所、こども家

庭センター、地域包括支援センター、北埼玉障がい者生活支援センター、社会福祉協議会）

との連携強化を図り、多機関による漏れのない受け止め体制を整備します。 

 さらに、市民に対して相談窓口を幅広く周知するため、こころの相談やくらしの相談など

の自殺リスクに関連する相談窓口を一覧にして、市民の目に触れる場所に掲示します。 

（２）自殺対策に資する居場所づくりの推進 

 生きづらさを抱えた人や孤立のリスクを抱える人が、人や支援とつながるよう、地域公民

館等での継続的な活動を行うクラブや生涯学習等の取組みを支援します。 

 高齢者が自分らしさを発揮できる場や自分らしさを持つための学びの機会の創出、さら

には地域で役割を持つための機会づくりなどを推進するため、老人クラブ活動やボランテ

ィア活動などを支援します。ひとり暮らしで自宅に閉じこもりがちな高齢者が、自宅から歩

いて行ける距離で気軽に集える場として「いきいきサロン」や「通いの場」の設置を支援し

ます。 

 また、地域子育て支援拠点事業として、乳幼児のいる保護者同士の交流・情報交換や子育

てに係る相談の場の設置等の居場所づくりに取り組むとともに、子育て中の親が孤立しな

いよう、おうち子育て支援事業の取組みを推進します。 

 さらに、ひきこもりの方も含めた子ども・若者の居場所づくりを推進します。 

（３）自殺未遂者への支援 

 自殺未遂者は自殺者全体の約２割ですが、再度の自殺企図を防ぐためにも、自殺の原因と

なったさまざまな問題に対して、関係機関と連携しながら相談支援を継続していきます。ま

た、寄り添った相談支援が行えるよう自殺リスクを抱えたことのある方による相談体制を

検討します。 

 

基本施策４ 自死遺族等への支援の充実 

 自死遺族は、大切な人を突然失ったことに対する悲しみで、心に深い傷を残し、苦しみを

抱えながら、相談に至らずに地域から孤立する可能性があります。そのため、遺された親族

や周囲の人の苦しみの不安の軽減に関係機関と連携を図りながら取り組みます。 

（１）遺された人への支援 

 自殺者の多くは、家族と同居しており、遺された家族や周囲の人々にも深刻な影響を与え

ます。そこで、遺された家族や周囲の人たちのために、こころの相談や自死遺族家族会の案

内等を行うことで、精神的な負担の軽減を図ります。 

 

基本施策５ 児童生徒の自己肯定感を高め、SOS を出せる環境づくり 

 自殺の背景にあるとされるさまざまな危機への対処方法や相談先に関する情報を早い時
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期から知ることは、将来の自殺リスクの低減に繋がると考えられます。 

 児童生徒が、「かけがえのない個人」として自己肯定感を高め、危機に直面した際に、信

頼できる人に助けを求められるよう、関係機関と連携し、児童生徒に対する SOS の出し方

に関する教育等を推進していきます。 

（１）児童生徒や若年層への自己肯定感向上の推進 

 児童生徒の自己肯定感の向上を図るため、コミュニティ活動やキャリア教育、生命に関す

る授業などの教育等を、関係機関と連携を図りながら推進します。また、こどもが自分らし

く安心して過ごせるための、こどもの居場所づくりを推進します。 

（２）児童生徒や若年層への相談支援の推進 

 児童生徒や若年層が抱えるさまざまな問題に対しては、家庭児童相談や教育相談等が関

係機関と連携を図りながら対応していきます。 

 また、不登校児童生徒に対しては、適応指導教室を設置し、集団生活への適応力を高める

とともに、孤立を防ぐための居場所づくりや学校、地域で見守る体制づくりを進めます。 

（３）児童生徒が SOS を出せる環境づくり 

 児童生徒が、さまざまな困難に直面した際に、信頼できる人に SOS を出すことができる

よう、教育分野や社会福祉分野の専門的な知識や技術を有するスクールソーシャルワーカ

ーを活用し、課題を抱えた児童生徒の課題解決に向けた対応を図ります。 

 また、児童生徒の SOS に早期に気付き対応できるよう、関係機関等とのネットワークの

構築、保護者・教職員等に対する支援・相談、学校のチーム体制の構築・支援等を行います。 

（４）児童生徒や若年層への健全育成に資する各種取組みの推進 

 児童生徒や若年層に対し、公民館等において、生活や自然、ボランティア等の体験活動を

取り入れたプログラムを提供し、豊かな人間性の育みや人との関わり方を学ぶ等、健全育成

のための取組みを推進します。 

 

基本施策６ 地域におけるネットワークの強化 

 自殺の多くは、さまざまな要因が複雑に絡み合って、心理的に追い込まれた末の死です。

そのような自殺の危機に対しての支援を推進する上での基盤となる取組みが、地域におけ

るネットワークの強化です。そのため、全庁的な施策を通して、地域で展開されているさま

ざまなネットワークと自殺対策との連携の強化に取り組みます。 

（１）住民同士の助け合いへの支援 

 地域安心ふれあい事業では、住民同士が協力して助け合い、支援が必要な方を地域で支え

るための「ふれあい見守り活動」と、公的サービスでは対応しきれない「谷間」を埋める「い

きいき・元気サポート制度」を推進します。 

（２）地域のつながりの強化 

 高齢者が自分らしさを発揮できる場、自分らしさを持つための学びの機会、地域で役割を

持つための機会づくりなどを推進するため、老人クラブ活動やボランティア活動、オレンジ
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カフェ（認知症カフェ）などを推進します。ひとり暮らしで自宅に閉じこもりがちな高齢者

が、自宅から歩いて行ける距離で気軽に集える場として「いきいきサロン」や「通いの場」

の設置を支援します。また、多世代の方が自分らしく安心して過ごせるための居場所づくり

を推進します。 

 さらに、誰もが住み慣れた地域で安心して自分らしい暮らしを続けることができるよう、

住まい・医療・介護・予防・生活支援を地域で一体的に提供する地域包括ケアシステムを深

化、推進させるため、関係者同士の連携を深める地域支援ネットワーク会議や地域ケア会議、

多職種会議等を行い、地域のつながりを維持、強化することで、地域の中で SOS の出しや

すい環境を整備するなど、総合的かつ効果的に自殺対策を推進します。 

 

3. 重点施策 

 「地域自殺実態プロファイル 2023」（一般社団法人いのち支える自殺対策推進センター）

によれば、本市の自殺者に多い属性として、「高齢者」、「生活困窮者」及び「無職者・失業

者」が挙げられています。しかしながら重点施策については、これらの分野ごとの対策を実

施するのではなく、（１）地域のつながりづくりによって孤立・孤独を防止していくこと、

（２）地域でゲートキーパーを広げていくこと、（３）相談を待つだけではなくアウトリー

チ支援に取り組むこと、（４）子ども・若者に生きることが大事だと思ってもらうこと、こ

れら４つの視点をもって一体的に取り組むことが効果的であると捉え、基本施策の中から

以下について重点的に進めていきます。 

 

重点施策１ 地域のつながりづくり 

（１）住民同士の助け合いへの支援 

 地域安心ふれあい事業では、住民同士が協力して助け合い、支援が必要な方を地域で支え

るための「ふれあい見守り活動」と、公的サービスでは対応しきれない「谷間」を埋める「い

きいき・元気サポート制度」を推進します。 

（２）地域のつながりの強化 

 高齢者等の孤立、孤独化の防止のため、高齢者や地域住民の交流の場や活躍の場である老

人クラブ活動やボランティア活動、オレンジカフェ（認知症カフェ）などを推進します。 

 また、年齢や心身の状況などによって分け隔てなく誰でも参加できる住民主体の「通いの

場」の活動を支援するとともに、気軽に集える場として「いきいきサロン」の設置を支援し

ます。 

 加えて、多世代の方が自分らしく安心して過ごせるための居場所づくりを推進します。 

 さらに、高齢者や生活困窮者、また、障がい者やその関係者等、分野を越えた関係者同士

の顔の見える関係を構築し、連携を深める地域支援ネットワーク会議や地域ケア会議、多職

種会議等を行い、地域のつながりを維持、強化することで、地域の中で SOS が出しやすい
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環境を整備するなど、総合的かつ効果的に自殺対策を推進します。 

 

 

重点施策２ 人材育成と相談体制の充実 

（１）民生委員・児童委員など地域で活動されている方を対象とする研修 

 民生委員・児童委員など地域で活動されている方に対し、ゲートキーパー等の自殺対策に

関する研修を実施するなど、危機に陥っている人への傾聴や、相談窓口へつなぐことの重要

性を学ぶ機会を作り、自殺対策の支え手となる人材を育成します。 

（２）地域共生社会の取組（地域づくり、多機関協働） 

 地元企業や学校、ＮＰＯなどさまざまな団体との連携を強化し、孤独や生活困窮等の複雑

かつ困難な問題を抱える市民へのアウトリーチ活動を行うとともに、多機関による漏れの

ない受け止め体制を整備します。また、居場所づくりをはじめとした地域づくりの取組を推

進します。 

（３）相談窓口の周知の強化 

 市民へ相談窓口を幅広く周知するため、こころの相談やくらしの相談などの自殺リスク

に関連する相談窓口を一覧にして、市民の目に触れる場所に掲示します。 

 

重点施策３ 生きることの大切さ（子ども・若者支援） 

（１）生命に関する授業の推進 

 児童生徒の自己肯定感の向上を図るため、生命に関する授業などの教育等を、関係機関と

連携を図りながら推進します。 

（２）子ども・若者の居場所づくりの推進 

 孤独・孤立問題への対策として、家や学校以外で子ども・若者が安心して過ごすことので

きる第 3 の居場所づくりを推進します。 

 

4. 重点施策事業 

 31 ページ、３２ページに掲載。 
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5. 成果指標及び参考数値 

 自殺対策基本法で示されているように、自殺対策を通じて最終的に目指すのは、「誰も自

殺に追い込まれることのない社会」の実現です。国は令和 4 年 10 月に閣議決定した「自殺

総合対策大網～誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して～」において、

2026 年（令和 8 年）までに、自殺死亡率（人口 10 万人当たりの自殺者数）を 2015 年（平

成 27 年）と比べて 30％以上減少させることを目標として定めています。 

 本市では、自殺対策の成果指標については PDCA サイクルにより評価可能なものとし、

国、県が数値目標とする「自殺死亡率」については、参考数値として掲載します。 

 

 

◎成果指標 

１ 支えあいマップの更新を年６０自治会以上で実施する。 

２ いきいきサロンの新規設置個所を年３箇所以上増やす。 

３ 
民生委員・児童委員のゲートキーパーを徐々に増やしていくため、研修

を年１回実施する。 

４ 
小中学校での助産師やピンクリボンの会等による「生命に関する授業」の

全校実施を目指す。 

５ 

こどもの居場所の個所数を、１２小学校区ごとに 1 か所以上設置する。 

※市が推進するこどもの居場所 

 ①多世代型こども食堂事業、②多世代交流事業、③学習支援事業、④左記①から③までの事業を

行う民間団体の統括事業 

６ 

１日の睡眠時間が８時間以上の児童生徒の割合 

現状値（R6）   

小学５年生（男）69.8％ 

小学５年生（女）67.5％ 

中学２年生（男）28.1％ 

中学２年生（女）18.3％ 

目標値（R9） 増加 

７ 
睡眠で日頃の疲れがとれている人の割合（成人） 

現状値（R2） 64.4％ 目標値（R9） 85％ 

８ 

自殺防止やこころの健康のために行われている相談先を知らない人の割合 

（成人） 

現状値（R2） 35.6％ 目標値（R9） 25％ 

９ 
孤独であると感じることがある割合（１８歳～３９歳） 

現状値（R6） 49.3％ 目標値（R9） 減少 
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◎国・県の数値目標に基づいた参考数値 

 行田市 

基準年 平成 27 年 令和 4 年（現状値） 令和 9 年 

自殺死亡率 23.5 17.7 16.5 

対平成 27 年比 100％ 75% 70% 

   ※本計画最終年度において自殺死亡率を確認するため、令和 9 年としました。 

 

 埼玉県の数値目標    

基準年 平成 27 年 令和 3 年（現状値） 令和 8 年 

自殺死亡率 18.0 15.2 12.6 

対平成 27 年比 100% 85% 70% 

 

 国の数値目標 

基準年 平成 27 年 令和 8 年 

自殺死亡率 18.5 13.0 

対平成 27 年比 100% 70% 
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第５章 計画の推進 

 自殺対策は、「生きることの包括的な支援」として実施することが必要であり、幅広い分

野の「生きる支援」に関連する事業を連携していくことが重要です。本市の自殺対策を全庁

的な取組みとして推進するため、自殺対策計画の情報共有とあわせて市職員へのゲートキ

ーパー研修を実施し、市職員の意識醸成を図るとともに、庁内関係部署の所属長で構成する

行田市自殺対策庁内連絡会議を開催し、基本施策を含めた取組の進捗状況を毎年確認しま

す。 

 また、医療・福祉・教育等関係機関及び地域の団体の代表者等から構成する「行田市健康

づくり推進協議会」において毎年の進捗状況を評価し、その意見を踏まえて施策の見直しな

どを行うことにより「ＰＤＣＡ（Plan：計画、Do：実施、Check:評価、Action：見直し）サ

イクル」を実施し、計画の推進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐｌａｎ【計画】具体的な施

策、取り組みの設定 

行田市健康づくり推進協議会 

医療・福祉・教育等関係機関・地域の団体の代表者等 

健康課 

庁内関係各課との連携 
（自殺対策庁内連絡会議） 

Ｄｏ【実施】さまざまな資源を有効に

活用した各主体における事業の実施 

Ａｃｔｉｏｎ【見直し】     

具体的な取組みや施策の見直し 

Ｃｈｅｃｋ【評価】進行管理によ

る検証と評価、目標達成状況の評価 
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重点施策事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NO 担当課 事業 実施内容 第２次計画での実施予定 【参考】令和５年度実施状況

重点施策１　地域のつながりづくり

（１）住民同士の助け合いへの支援

1
地域共生社会推進

課
地域安心ふれあい事業

住民同士が協力して助け合い、支援が必要な方を地域で支えるため「支え

あいマップ」を活用した「ふれあい見守り活動」と、公的サービスでは対応し

きれない「谷間」を埋める「いきいき・元気サポート制度」を実施している。

・各自治会に「支えあいマップ」の定期的

な更新を促す。

・地域住民が地域の情報を持ち寄り「支

えあいマップ」の更新を行った。

・更新自治会数49団体

2

地域共生社会推進

課

高齢者福祉課

いきいき元気サポーター
地域の登録ボランティア（有償）による話し相手や高齢者等の買い物困難

者に対する支援を行う。
・実施を継続

サポーター登録者数110人、利用登録者

数128人、利用延人数1,475人

（２）地域のつながりの強化

3 高齢者福祉課 老人クラブ

老人クラブという身近な仲間が集まる場で交流し、地域で支えあいながら活

動することで、孤立や孤独の防止を図るとともに、社会活動に参加すること

で高齢者の健康増進や生きがいづくりにつなげる。

・老人クラブへの加入を促進し、更なる活

性化を図る。

・ウォーキング大会や日帰り視察研修、

いきいき芸能発表大会を実施。

4 高齢者福祉課 いきいきサロン

身近な地域の人と交流の場となるいきいきサロンを通じて、仲間づくりをす

ることで、住み慣れた地域で生きがいを持ち、健康で楽しい生活を送ること

を目的に、各地域の集会所等で実施する。

・年１回協力員研修、代表者連絡会を実

施

・市内70カ所で月１回程度実施

・年１回協力員研修、代表者連絡会を実

施

5 高齢者福祉課 オレンジカフェ（認知症カフェ）
レクリエーションや当事者同士の交流・情報交換、専門職への相談などが

でき、介護従事者の日頃の悩みの解消や、リフレッシュにつながる。

・オレンジカフェを新規に増設するととも

に、「新しい認知症観」を踏まえ、より一

層認知症の方とその家族の悩みの解消

や居場所づくりを行っていく。

・市内8カ所、年71回実施

6 子ども未来課 多世代の居場所づくり【再掲】
多世代の居場所づくりを推進し、多世代交流と子どもの健やかな育成を図

る。

・子ども食堂支援及び多世代食堂支援を

行う団体に補助を行うとともに、多世代交

流拠点支援を行う団体に補助を行う。

・子ども食堂運営団体への補助金　6団

体　607 ,000円

7 高齢者福祉課
地域包括ケアシステムの深化・

推進

誰もが住み慣れた地域で安心して自分らしい暮らしを続けることができるよ

う、「住まい・医療・介護・介護予防・生活支援」 を地域で一体的に提供する

地域包括ケアシステムの推進をより一層図る。

・第9期高齢者保健福祉計画・介護保険

事業計画の遂行

・介護予防・日常生活支援総合事業

　・包括的支援事業

　・地域ケア会議

　・生活支援体制整備事業

　・在宅医療・介護連携推進事業

　・認知症総合支援事業

　　　　　　　　　　　　　　等

・地域ケア推進会議：年12回開催

　生活支援体制整備：

　　第1層協議体・開催1回

　　第2層協議体（地域単位）:4か所設置

　在宅医療・介護連携推進協議会

　　作業部会:年17回開催

　包括的支援事業の実施

　　地域包括支援センター5か所

　認知症総合支援事業

　　認知症カフェ

　　認知症初期集中支援チーム1チーム

8 高齢者福祉課
地域支援ネットワーク会議の開

催

地域包括支援センター、民生委員等の関係機関で構成する地域支援ネット

ワーク会議の開催を通じて、関係者同士の連携を深めることにより、地域包

括ケアと自殺対策との連動及び高齢者の虐待防止や早期発見に努め、高

齢者や養護者への支援を行うとともに、関係機関の連携体制の強化を図

る。

・引き続きネットワーク会議を行い、見守

り体制を強化していく。

・市内全域で、上半期、下半期と2回実施

できた。また、「ご近所見守りチェック表」

を地域包括支援センターの社会福祉士

が作成し、地域支援ネットワーク会議で

周知を図った。

・地域支援ネットワーク会議を51回実施

第2次計画重点施策事業
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NO 担当課 事業 実施内容 第２次計画での実施予定 【参考】令和５年度実施状況

（１）民生委員・児童委員など地域で活動されている方を対象とする研修

9 健康課 ゲートキーパー養成講座 外部講師によるゲートキーパー研修を実施する。

・民生委員・児童委員、地域包括支援セ

ンター職員、オレンジカフェ（認知症カ

フェ）スタッフ、スクールソーシャルワー

カーなどを対象とするゲートキーパー養

成講座を実施する。

・ゲートキーパー養成講座を開催し、

ゲートキーパーの必要性について情報

提供した。R3：2回43人、R4：2回47人、

R5：2回35人

（２）地域共生社会の取組（地域づくり、多機関協働）

10
地域共生社会推進

課

アウトリーチ支援

（重層的支援体制整備事業）

必要な支援が行き届いていない方の把握と継続的な訪問を通し、本人・家

族との信頼関係を構築した上で、ニーズに沿った支援につなげる。また、訪

問時に、本人の状態が医療的な支援等を必要とする場合には、医師等によ

る訪問支援を行い、適切な支援につなげる。

・実施を継続

・社会福祉法人行田市社会福祉協議会、

一般社団法人行田市医師会に委託

・相談延べ対応件数：104件（医師等に

よるアウトリーチ支援の実績はなし）

（３）相談窓口の周知の強化

11 健康課 相談窓口等の情報提供

お金の問題や家族・職場の人間関係等さまざまな困りごとに対応する相談

窓口を周知する。また、自殺予防習慣（9/10～9/16）や自殺対策強化月

間（3月）の機会等を活用し、健康や自殺予防に関する情報を提供する。

・実施を継続

・相談窓口等のポスターやリーフレットを

掲示し、周知した。

・自殺予防週間（9月）、自殺対策強化月

間（3月）に相談窓口等を市報に掲載し周

知した。

重点施策３　生きることの大切さ（子ども・若者支援）

12 教育指導課 生命に関する授業 生命を大切にすることに関連した教室等を行う。 小中学校全校での実施を目指す。

・喫煙予防教室は6校で各1回、助産師に

よる「生命の授業」は13校で各1回、ピン

クリボンの会による「がん教育・生命の

授業」は5校で各1回実施した。

13 子ども未来課 多世代の居場所づくり【再掲】
多世代の居場所づくりを推進し、多世代交流と子どもの健やかな育成を図

る。

・子ども食堂支援及び多世代食堂支援を

行う団体に補助を行うとともに、多世代交

流拠点支援を行う団体に補助を行う。

・子ども食堂運営団体への補助金　6団

体　607 ,000円

重点施策２　人材育成と相談体制の充実

※「実施を継続」については、実施内容を令和7年度以降も継続することを予定していますが、具体的な実施内容については、毎年度の予算を踏まえて、実施していきます。


